
＜介護予防ケアマネジメント＞ 

※米沢市における実施に関係する改正点のみ掲載しています。 

改正項目 

基本報酬 

イ 介護予防ケアマネジメント費(１月につき)   ４４２単位 

 

 

＜介護予防支援および介護予防ケアマネジメント業務 委託料＞ 

指定介護予防支援事業者であり、第一号介護予防支援事業の実施の委託を受けた地域包括支援セ

ンター設置者は、指定介護予防支援および第一号介護予防支援事業の一部を指定居宅介護支援事業

者に委託することができます。 

この度の介護報酬改定に合わせ、下記のとおり委託料を設定します。 

項目 委託料 

介護予防支援費 

介護予防ケアマネジメント費 

（高齢者虐待防止措置未実施減算適用の場合） 

（業務継続計画未実施減算適用の場合※） 

初回加算 

委託連携加算 

４,０２０円（消費税３６５円含む） 

４,０２０円（消費税３６５円含む） 

３,９８０円（消費税３６１円含む） 

３,９８０円（消費税３６１円含む） 

３,０００円（消費税２７２円含む） 

３,０００円（消費税２７２円含む） 

※業務継続計画未実施減算は令和７年４月１日から適用する。 

 

＜国保連合会への原案作成委託料支払業務委託＞ 

原案作成委託料支払業務とは、地域包括支援センター（介護予防支援事業者）から委託を受けた居

宅介護支援事業者が、地域包括支援センターに代わり介護予防支援等を実施した場合に、地域包括支

援センターが、委託先の居宅介護支援事業者に対し、委託料を支払う事務です。 

本事務処理を国保連合会に委託した場合、地域包括支援センターが国保連合会に対して請求した

介護報酬（介護予防支援費・介護予防ケアマネジメント費）を基に原案作成委託料を計算し、国保

連合会から委託先の居宅介護支援事業者に委託料が支払われます。 



 

 

 

＜介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表＞ 

サービスコード表は作成し次第、米沢市公式ホームページに掲載します。 

 


